
シルバー人材センター会員募集

　60歳以上（令和3年４月現在）で就

業していただける方を随時募集して

います。ご興味のある方はお問合せ

ください。

業務内容　除草、枝切り等

問合せ　神川町シルバー人材センター

☎０４95-77-1769

交通事故被害者のご家族への

援護金
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　埼玉県交通安全対策協議会では、

県内在住の交通遺児等を対象に、

援護一時金を給付しています。

※「交通遺児等」とは

保護者（一方または双方）が交通

事故（全ての交通事故が対象）に

より死亡または重い障害を負っ

た18歳以下の方

対象者　令和２年４月１日以降、 交通

 遺児等となった県内在住の１８歳

 　以下の方

給付額　１０万円 （１回のみ）

給付時期　１１月または令和４年５月

申込　以下に郵送または提出（書類

 は学校等で配布）

 みずほ信託銀行浦和支店

  〒330-0063

　さいたま市浦和区高砂２-６-１８

☎０４８-８２２-０１９１

申込期限

 １１月給付分…８月３１日(火)

 令和４年５月給付分

　　…令和４年２月２８日(月)

問合せ　埼玉県交通安全対策協議会

☎０４８-８25-２011

　埼玉県防犯・交通安全課

☎０４８-８３０-２９55

　「社会を明るくする運動」 は、 す

べての国民が犯罪や非行の防止と、

過ちを犯した人の立ち直りについて

理解を深め、 犯罪や非行のない安

全で安心な明るい社会を築こうとす

る全国的な運動であり、 犯罪や非

行のない社会をつくるために 「自分

なら何ができるか」 を考え、 「でき

ることから始める」 きっかけづくり

を目指しています。 犯罪や非行をな

くすためには、 取り締まりの強化や

処罰も必要ですが、 立ち直ろうとす

る人たちを社会で受け入れていくこ

とや、 犯罪や非行をする人を生み出

さない家庭や地域をつくることも大

切なことです。

　また、 更生保護女性会では、 青少

年の非行防止と更生保護活動推進

のため、 強調月間中に愛の募金活

動を行います。 みなさんのご協力を

お願いします。

募金受付・問合せ

 町民福祉課　福祉担当

☎０４９５-７７-2112

FAX０４９５-７７-2117

７月は、 「社会を明るくする

運動」 強調月間 ・ 再犯防止

啓発月間です

本庄准看護学校　学校説明会

日時　７月３１日（土）※全２回

①午前10時～　②午後１時～

定員　各回３０名

対象　中学卒業見込以上の方（病院

 で働いていなくても入学可能）

※給付金・支援金についてはホー

ムページをご覧ください。

申込　下記へ電話（前日午後4時まで）

問合せ　本庄准看護学校

☎０４９５-２3-10４１

７月は「青少年の非行・被害防

止特別強調月間」です

　次代を担う青少年が心身ともに健

やかに育つことは、 県民全ての願い

です。 しかし、 今日の青少年を取り

巻く環境は、 インターネット上の違

法 ・ 有害情報のまん延をはじめ、 憂

慮すべき状況にあります。

　特に夏休みは、 子どもたちが非行

に陥りやすい時期です。

　そこで、 県では、 毎年７月を 「青

少年の非行 ・ 被害防止特別強調月

間」 と定め、 市町村をはじめ、 関

係団体 ・ 家庭 ・ 学校 ・ 地域住民が

連携し、 青少年の健全育成を図る

ための運動を展開いたします。

　この運動は、 県民一人ひとりが青

少年の非行根絶を願う気持ちを身

近な行動に移し、 社会全体の取組み

につなげていこうとするものです。

【県民としての取組】

●家庭の役割

家族の一員としての自覚の育成

●学校の役割

子どもたちと地域の人々とのふれあい

の場としての学校の創造

●地域の役割

子育ての経験や知恵を生かした声かけ

●社会全体の役割

子どもを健全に育てる環境づくり

問合せ 町民福祉課　子育て支援担当

☎０４９５-７７-2112

FAX０４９５-７７-2117

食中毒に注意しましょう

　暑い季節は、細菌による食中毒が

多く発生します。食中毒予防の３原

則を行い、健康に過ごしましょう。

①菌をつけない・・・十分な手洗い

②菌を増やさない・・・低温保存

（１０℃以下）

③菌をやっつける・・・よく加熱

（７５℃以上、１分間以上）

問合せ　本庄保健所

☎0495-２２-６４８１

自衛官募集

募集区分　①航空学生（海）、②航空

　 学生（空）、③一般曹候補生

募集期限　①②９月９日（木）

③９月６日（月）

受験資格　①18歳以上23歳未満、　

 高卒（見込含）

②18歳以上２１歳未満、高卒（見

込含）

③18歳以上33歳未満

１次試験　①②9月２0日（月・祝）

③9月16日（木）～19日（日）のう

ち１日を指定

入隊時期　令和4年３月、４月

問合せ　 自衛隊埼玉地方協力本部　

 熊谷地域事務所

☎048-522-4855

児玉郡市広域市町村圏組合　

職員採用試験

募集職種・人数　消防職　６名程度

受験資格　 平成7年４月２日から平

 成１6年４月１日までに生まれた人

※日本国籍を有しない人及び地方公務員法

第１６条に規定する欠格条項に該当する

人は受験出来ません

試験方法　

　【１次試験】　９月１９日(日)

　教養・作文試験

　【２次試験】　１０月中旬予定

　集団討論・体力試験　他

　【３次試験】　１１月上旬予定

　個人面接試験

受付期間　７月１９日(月)～３0日(金)

※土日祝日除く午前8時30分～午後5時15分

※郵送の場合７月３0日(金)必着

受験案内等の配布・問合せ　

　【期間】　７月１日(木)～3０日(金)

　【場所】　本庄市東五十子１５１-１

　児玉郡市広域市町村圏組合総務課

☎０４９５-２７-２２４１

　（組合ホームページからも入手可）　 　

※郵送請求の場合、封筒の表に「職員採用試

験申込書請求」と朱書き、返信用封筒(角

２の封筒に住所・氏名を記入し、140円切

手を貼付)を同封してください。

※詳しくは組合ホームページ参照

多子世帯による中古住宅取得

に補助金を交付します

　県では多子世帯 （18 歳未満の子

が３人以上又は２人 （条件付き） の

世帯） を対象に中古住宅取得の諸

経費に対して補助を行っています。

補助金額　最大40万円

補助対象住宅　

●戸建住宅：床面積１００㎡以上

●マンション：床面積８０㎡以上ま

たは５室以上

補助予定件数　140件

受付期限　令和4年3月15日（火）

※先着制(予算件数に達し次第受

付終了)

【住宅供給公社助成金について】

予定件数　90件※先着制

補助金の対象となる中古住宅の取

得の際下記①②を満たす場合、 県

の補助金に併せて上記公社の助成

金が最大 10 万円受けられます。

①親世帯と同居または近居する

②県内のリフォーム業者が１件20万

円（税込）以上のリフォームをする

問合せ　埼玉県　住宅課　総務・民間

住宅担当　

☎048-830-5563

コスモスの種を配布します

　神川町コミュニティ協議会では、コ

スモスの種の小袋を７月１日(木)か

ら下記の場所で配布します。ご自由

にお持ちください。

配布場所　役場、神泉総合支所、多目

 的交流施設、中央公民館、ふれあい

センター、総合福祉センター、保健

センター、B&G海洋センター　他

問合せ　神川町コミュニティ協議会

 事務局(総合政策課内）

☎0495-77-0701

FAX０４９５-７７-３９１５

多数の人が利用する建築物の

耐震診断 ・ 改修に関する補助

　県では昭和５６年５月３１日以前に

建築確認を受けて建築された建築

物のうち、 病院や店舗、 ホテルな

どの多数の人が利用する一定規模

以上の建築物に対して、 耐震診断、

耐震補強設計および耐震改修工事

の費用の一部を補助しています。

問合せ　埼玉県　建築安全課

☎048-830-5527

建築物のアスベスト対策に関

する補助制度

　県では、 民間建築物のアスベスト

対策として、 アスベスト含有のおそ

れのある吹付け材の含有調査及び

吹付けアスベストの除去等工事に対

する費用の補助をしています。

問合せ　埼玉県　建築安全課

☎048-830-5525
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